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質問1. 高齢者の人権に関する国際的な法的拘束力のある文書は、どのような包括的な枠組みに基づいて策定されるべきか？さらに、高齢者がすべての人権および基本的自由を完全かつ平等に享受する権利保有者であるという認識を、その文書が最も適切に反映し、強化するにはどうすべきか？
国際ソーシャルワーカー連盟（IFSW）は世界中のソーシャルワーク協会の連合体です[footnoteRef:1]。我々の見解は、人権に根ざした倫理観に基づいています。すなわち、一人ひとりの尊厳を守り、国連条約に定められた権利を行使できるよう一人ひとりをエンパワーし、一人ひとりが法的権利を引き続き享受できるようにすることです。  [1:  https://www.ifsw.org/ ] 

公平性の観点から、法的拘束力を持つ文書は、子どもや障害のある人のための文書と同様の内容であるべきです。これらのグループは、未成年であることや機能障害があるゆえに、人権を行使する上で特有の障壁に直面しています。高齢者もまた、年齢ゆえに特有の障壁に直面しています。 
理想としては、すべての高齢者の基本的権利を規定し、各国によって採択される条約が存在すべきです。各国がこの条約を自国の法制度に組み込み、他のいかなる法律や法定政策もこれと矛盾しないようにすることが可能でなければなりません。 

質問2. 高齢者の権利を効果的に保護するために、法的拘束力のある文書はどのような中核的な原則に基づくべきか？さらに、この法的拘束力のある文書は、高齢者の既存の人権を再確認すると同時に、あらたに規範的発展が必要な問題や課題（ギャップ）を明確に特定し、対処するにはどうすればよいか？
IFSWは、権利をもつ人とともに作り上げること、および人々が自らの権利を擁護できるようエンパワーメントすることに力を入れています。これに基づき、以下の原則を掲げます：
· 高齢者の経験、知恵、専門性、および貢献を認識する
· これらの原則を実現するために、高齢者、そのネットワーク、およびコミュニティとの連帯を築く
IFSWは、「ソーシャルワークの倫理原則に関する世界宣言」[footnoteRef:2]を掲げており、これは各国のソーシャルワーク専門職団体の倫理的枠組みの基盤となっています。 [2:  「世界ソーシャルワーク倫理原則宣言」－国際ソーシャルワーカー連盟] 

これらの倫理原則は高齢者の権利に不可欠なものであり、高齢者に特に関係する点の提案と共に、検討のために提示します：
· すべての人の生来の尊厳の承認 
· 年齢にかかわらず、すべての人々の尊厳を尊重する
· 高齢者の貢献の認識 
· 高齢者へのエイジズム（年齢差別）の影響の認識
· エイジズムへの挑戦
· エイジズムが他の差別と交差して高齢者の権利を損なう仕組みへの挑戦
· 人権の促進 
· 年齢にかかわらず、すべての人の基本的かつ不可侵の権利の促進
· これに基づく高齢者の社会的権利の促進
· 社会正義の推進
· エイジズムと闘う法律・政策、制度、組織の推進
· 年齢にかかわらず、すべての人が公平に権利と資源にアクセスできること
· エイジズムおよび他の差別との交差に積極的に立ち向かうこと 
· 高齢者の多様性（どのように、いつ老いるかに関して）の尊重。
· 自己決定権の促進
· 高齢者が自らの選択や決定を行う権利の尊重
· 意思決定能力の有無にかかわらず、高齢者の権利を促進すること
· 高齢者の支援付き意思決定（可能な限り）
· 特定の決定について、高齢者が意思決定能力を持たないときには、本人の最善の利益を守る形で代理意思決定を行うこと。
· 参加の権利の促進
· 高齢者の能力、経験、知恵の尊重
· 社会のあらゆる側面への高齢者の全面的な関与と参加の促進
· 人を全人的に扱う
· 一人ひとりの高齢者の独自性の認識
· 身体的、精神的、感情的、対人関係、社会的、文化的、そしてスピリチュアルな側面を含む、高齢者のウェルビーイングのあらゆる領域の重要性の認識
· 高齢者のウェルビーイングの一側面のみを重視し、他の側面を無視するような、単純化した介入への異議申し立て
· 技術の倫理的な利用
· 新しい技術が高齢者に与える影響の認識
· 高齢者の権利を損なったり、高齢者を排除したりする技術の導入や利用に異議を唱える
[bookmark: _Hlk231060792]IFSWは、人権に対するエコ・ソーシャルなアプローチ（eco-social approach）を推進しています。これは、社会的・環境的文脈に配慮しなければ、人が自らの権利を行使することはできないという認識に基づいています。環境の破壊、自然との触れ合いの機会の喪失、食料不安、パンデミック、そして高齢者に特に大きな影響を与える気候変動は、積極的加齢（positive ageing）を阻害する要因となります。こうした課題に目を向けることで、積極的加齢の実現はより可能になります。「エコ・ソーシャルな世界のための憲章」[footnoteRef:3]の原則は以下の通りです：　 [3:  https://newecosocialworld.com/the-peoples-charter-for-an-eco-social-world/ ] 

· 人々　　 – 　年齢を理由に誰一人取り残さない。
· 地球　　–　環境に関する高齢者の知恵を尊重する。
· 繁栄 　　– 　高齢者が人権および社会的権利に公平にアクセスできること。
· 平和 　　– 　人為的な危機が高齢者に与える影響を認識する。
· パートナーシップ 　– 　高齢者との共創（co-production）の原則を定着させる。 
IFSWは、ケアを包摂的で繁栄する社会の中心的な柱であると認識しています[footnoteRef:4]。高齢化はこのような社会の一つの要素だと考えることが極めて重要です。高齢期にはケアを必要とする場合があり、また、高齢者、特に女性は、ケアの提供に多大な貢献をしているからです。これには、孫の世話、障害のある成人した子どものケア、パートナーのケアに加え、地域社会へのより広範な無償の貢献が含まれます。これに基づき、以下の原則が導き出されます： [4:  IFSW (2026) 『ソーシャルケアおよび支援システムの共創：ソーシャルワークのアプローチ』、政策提言書 [未発表]] 

· ケアとケア提供を高齢期の不可欠な一部として認識すること。
· 高齢者のウェルビーイングを維持するためのケアと支援へのアクセスを確保すること。これには、高齢のケア提供者への支援も含まれる。
IFSWはまた、以下の原則を掲げる「持続可能な開発目標（SDGs）」を支持しています：
· 貧困をなくす－すべての高齢者の貧困を終わらせる
· 飢餓ゼロ – すべての高齢者の飢餓を終わらせ、食料安全保障を実現する
· 健康とウエルビーイング – すべての高齢者の健康な生活を確保し、ウェルビーイングを促進する
· 質の高い教育 – すべての高齢者のための生涯学習の機会を促進する
· ジェンダー平等 – ジェンダー平等を実現し、すべての高齢女性のエンパワーメントを図る
· 清潔な水と衛生 – すべての高齢者に対し、水と衛生へのアクセスを確保し、その持続可能な管理を実現する
· 手頃な価格のクリーンエネルギー – すべての高齢者が、手頃な価格で、信頼性が高く、持続可能かつ近代的なエネルギーを利用できるようにする
· 働きがいのある人間らしい仕事と経済成長 – 高齢者の雇用へのアクセスを促進し、すべての人に適切な所得を確保する
· 不平等の是正 – 国内および世界規模で、高齢者内部の格差、および高齢者と他世代との間の格差を是正する
· 持続可能な都市とコミュニティ – すべての高齢者にとって、包摂的で、安全で、強靭かつ持続可能な都市と人間居住地を築く
· 気候変動対策 – 気候変動およびそれが高齢者に及ぼす影響に対抗するため、緊急の措置を講じる
· 平和、正義、強固な制度 – すべての高齢者のための平和、包摂、および司法へのアクセスを促進する 
· 目標達成のためのパートナーシップ – これらの目標を達成するために、高齢者とのパートナーシップを強化する。
IFSWはまた、以下の原則を掲げる国連の「健康な高齢化の10年」を支持しています：
· 充実した生活や社会参加の障壁を取り除く、高齢者に優しい環境へのアクセス。
· 高齢期に必要なサービス、特に社会ケアと医療を調整する統合ケアへのアクセス。
· 尊厳を尊重する長期ケアへのアクセス。
· そして、エイジズム（年齢差別）との闘い。

質問3. 法的拘束力のある文書は、明確性と実効性を確保するために、どのような全体構成（structure）や設計枠組み（architecture）を採用すべきか？例えば、前文、定義、一般原則、一般的義務、具体的権利、および実施規定を含めるべきか？
「高齢者」を定義することが重要です。国連は、60歳以上の者を高齢者として定義しています[footnoteRef:5]。しかし、人はそれぞれ違った年の取り方をし、また異なる時期に老いていきます。したがって、定義において年齢の基準を設けるべきではないかもしれません。その代わりに、この条約は、人生の長さに関連して権利やウェルビーイングに影響を受けているすべての人に適用されるようにすることができます。そうなれば、この条約は障害者権利条約と重複することになるでしょう。 [5:  例：https://emergency.unhcr.org/protection/persons-risk/older-persons] 

一般的な原則を定め、そこから派生する基本的権利を明確にすることが重要です。年齢にかかわらず、一人ひとりに生来の尊厳が認められることは、他のあらゆる権利の基盤となります。これに続いて、高齢であることを理由とした差別、および高齢であることと人種差別主義や性差別主義、障害者差別主義といった他の抑圧的要因が交差して生じる差別を受けない権利が挙げられます。  
高齢者に対する広範な権利を実施する上での実務的な懸念が生じます。したがって、第一に、国家がエイジズムを通じて高齢者を特に差別しないことに関連する権利を明確にすることが重要です。第二に、高齢者が享受できる権利について検討することができます。その中でも最も根本的なものは、自ら決定を下す権利です。 高齢者は、生来の尊厳を持つ存在であるだけでなく、生来の法的行為能力を持つ存在としても捉えられるべきです。この権利は、特定の保護された状況下において、かつ高齢者の最善の利益のために他者が決定を行う場合にのみ、代替されるべきです。国家は、この意思決定の権利、支援付き意思決定の権利、そして最終手段としての慎重に認可された代理意思決定を保護する役割を担わなければなりません。
高齢者が直面する特有の障壁があるため、普遍的な給付を受ける権利について改めて明文化する必要があります。これには、国が、高齢者が給付を受けられるよう確保し、その給付が高齢者のニーズに合わせて調整されることを保証することが求められます。

（翻訳・佐藤久夫、　　　　）
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